
『土地家屋調査士　新・合格データベース〔第14版〕』について

	 土地家屋調査士試験（午後の部の試験）の合格への究極の学習資料（教材）は，「過去問」
です。
	 過去問について学習・検討することは，①合格のために学習すべき項目・事項，条文，
判例・先例・実例の範囲を明確に把握し，②「過去問は繰り返し出題される」ことから，
出題肢の一つひとつについて理由付けをしながら完全にマスターするということです。
	 本教材は，本試験で要求される条文や判例・先例・実例の知識を効率よく学習するため
に制作したもので，昭和41年度から令和 4 年度の57年間に出題された択一式問題を厳選し
て，出題肢別に分解し，法令別・項目別・条文別に問題を整理した【問題編】と，その肢
について正誤，解説を収録した【解説編】より構成されています。項目の区分は，不動産
表示登記においては，不動産登記法の条文の順序に沿って行っています。この意図するも
のは，不動産登記法の「本法」と，それに関連する各々の「付属法令」（令・規則・準則）
を一緒に学習し，本試験で出題された法令の仕組み（構造）を理解していただくためです。
この区分は，本学院より発行している『土地家屋調査士六法』に準拠していますので，本
教材の学習に際して，本学院発行の令和 5 年版『土地家屋調査士六法』を併用されれば，
より一層の学習効果が期待できるといえます。
	 本教材の【問題編】と【解説編】の構成・内容は，次のとおりです。

1　全体の構成

	 本教材では，不動産表示登記法（第1，2分冊）並びに民法及び土地家屋調査士法（第
3 分冊）を次のように区分し，【問題編】【解説編】各々 3 冊で構成しています。

分冊 区分 科　目　　・　　分　野 項目 出題数

1
問題編

・
解説編

A　不動産の表示に関する登記（総論） 24 790問

B　表題部所有者に関する登記 3 83問

C　土地の表示に関する登記 19 678問

2
問題編

・
解説編

D　建物又は区分建物の表示に関する登記 32 1,167問

E　その他の事項（A 〜 D 以外のもの） 10 181問

3
問題編

・
解説編

F　民法に関する事項 25 261問

G　土地家屋調査士法に関する事項 13 326問

	〔問題編〕〔解説編〕は各 3 冊，計 6 冊で，収録項目は計126項目，収録問数は計3,486
問です。
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2　【問題編】について

⑴		 前掲のように，A 〜 F 及び G においては，「本法」の不動産登記法，改正民法及び
土地家屋調査士法に関し，まず，「本法」の条文のタイトルを項目名とし，その条文，
関連する付属法令ごとに区分して，過去の出題肢（一部は多肢択一の形式）を問題と
して配列しています。区分に際しては，①その条文が直接解答の根拠となっているも
の，②その条文を前提として出題されたものをまとめて収録しています。

⑵		 収録項目の順序は，一般的な項目順（たとえば，「土地家屋調査士合格ノートⅠ・
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の項目順）とは異なり，「本法」の条文の編成順となっていますので，ご
注意ください。なお，「区分建物の表示に関する登記」は，それのみが独立しているも
のではなく，「C　建物又は区分建物の表示に関する登記」の中に取り込まれています。

⑶		 出題肢の問題文は，本試験後に法改正があったものは，適宜修正しておりますので，
すべて現行の法令，実務上の取扱い（先例等）に基づき，解答してください。
	 ただし，不動産登記法の平成16年の全部改正（平成17年 3 月 7 日施行）により，従
来の出題表現が変更されているものについては，極力，現行法令の文言に合致させる
よう修正してあること，また，出題がなされた年度以降に，本省より，法令の公権的
解釈が示されたことにより一部改変している内容もあることをご承知ください。
	 また，平成16年の法改正に伴い，その制度が廃止されたものについては，本教材に
収録していません。

⑷		 令和 5 年 4 月 1 日現在の法令等に準拠しています。
⑸		 1問ずつに出題の年度・問題番号・肢番号を示しています。たとえば，｢ P. Q. 〔Past	

Questions（過去問）〕→H29– 6 –オ｣ とは，平成29年度第 6 問肢オの出題文であるこ
とを示しています。また，この欄に，★のマークが付してある問題は，主に先例（通
達，回答等）及び実例（｢登記研究｣ の質疑応答等）の知識を必要とする内容であるこ
とを，◆のマークが付してある問題は，主に判例の知識を必要とする内容であること
を示しています。
	 なお，過去の本試験において，その内容が重複するものは，適宜まとめて掲載して
います。

⑹		 問題文の末尾の　　　　　には，解答又は個人の符号（出来具合等）を記入して，
活用してください。

3　【解説編】について

⑴		【問題編】と同じ編成で，1問ごとに正誤の別を示し，解説を加えています。また，1
問ごとに，出題の年度・問題番号・肢番号も付け加えています。

⑵		 条文ごとに検討・学習する際には，まず冒頭に掲げてある各条文を必ず通読し，そ
の後に，個別の解説で学習してください。
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4　その他注意事項

	 本学院の他の出版物（「土地家屋調査士本試験問題と詳細解説」，「年度別過去問解説
集」及び「土地家屋調査士択一過去問マスターⅠ・Ⅱ」）とは，同じ過去問を素材として
扱うものとはいえ，そのコンテンツに違いがありますので，記述内容についても，全く
同じ表現ではないことにご注意ください。

	 本教材を利用されるすべての受験生が，本試験において遺憾なく実力を発揮し，真に役
立つ「実戦的な択一演習教材」として活用され，合格を果たされることを祈念いたします。

令和 5 年 2 月
東京法経学院　編集部
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法令等の略記について

1.法令名等の略記について

 ⑴  不動産表示登記関係

	 	 ・不動産登記法	→「法」	 	 	 	 ・不動産登記事務取扱手続準則　　→「準則」

	 	 ・不動産登記令	→「令」	 	 	 	 ・建物の区分所有等に関する法律　→「区分法」

	 	 ・不動産登記規則	 →「規則」	 	 ・登録免許税法　→「登免税法」

 ⑵  土地家屋調査士法関係

	 	 ・土地家屋調査士法	 →「法」

	 	 ・土地家屋調査士法施行規則	 	 →「規則」

2.判例及び先例の略記について

	 	 ・平成28年12月19日最高裁判所判決→「最判平成28・12・19」

	 	 ・	令和 2 年 3 月30日付け法務省民二第318号法務省民事局長通達→「令和 2・3・30民二

318号通達」

3.参考図書等の紹介

	 ①			 「表示登記教材 地目認定（改訂版）」（民事法務協会発行）B5版306頁，本体2,858円＋税

	 ②			 「表示登記教材 建物認定（3訂版）」（民事法務協会発行）B5版465頁，本体3,810円＋税

<上記図書購入先及びお問合せ先>
	 〒101-0047
	 東京都千代田区内神田 1-13-7
	 	 	 	 	 	 四国ビル 7	F
	 	 	 	 一般財団法人民事法務協会　総務課
	 	 	 	 TEL	0570（011）810〈代表〉　FAX	03（3295）5058

※一般書店では販売しておりませんので，ご注意ください。
※送料は実費になります。上記までお問い合わせください。
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不動産の表示に関する登記（総論）
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A-1 不動産の表示に関する登記の意義と効力

【法 1 条】意　義 
	 	 次の文章の（　　）内に下記のアからケまでの語句のうちから最も適切なものを

選んで入れると，不動産の表示に関する登記の制度についての記述となる。使用さ
れない語句の組合せとして正しいものは，後記 1 から 5 までのうちどれか。
「不動産登記の目的は，不動産に関する（　　）を登記簿に公示し，（　　）と円

滑を図ることにある。そのためには，権利の客体である不動産の（　　）を登記簿
に公示する必要があり，この機能を果たすために，不動産の表示に関する登記の制
度が設けられている。不動産の表示に関する登記については，当該不動産の

（　　）を最もよく知り得るのは当事者であること等から，（　　）を原則としてい
るが，登記官が自ら土地又は建物を調査して不動産の表示に関する登記をする

（　　）も補充的に働くものと解されている。もっとも，後者は，不動産の表示に
関する登記のすべてについて適用されるわけではなく，（　　）な公示の機能を有
する登記には一部を除き適用がないとされている。」
ア　物理的現況　　イ　書面主義　　ウ　申請主義　　エ　報告的
オ　権利の保全　　カ　取引の安全　　キ　権利関係　　ク　創設的
ケ　職権主義
1　アウカ　　2　イエオ　　3　ウエケ　　4　オキケ　　5　カキク

 P. Q.  →H12 - 3

	 	 次の文章中の（　ア　）から（　オ　）までの空欄に後記の〔語句群〕の中から
適切な語句を選んで入れると，表題部所有者に関する文章となる。（　ア　）から

（　オ　）までの空欄に入れるべき語句の組合せとして適切なものは，後記 1 から
5 までのうち，どれか。
「不動産の表示に関する登記は，昭和35年の不動産登記法の改正により創設され

た制度である。この改正前は，不動産の物理的状況を把握するための公簿として
（　ア　）の制度が存在し，現在の登記記録における表題部に記録される登記事項
は，この公簿の記載に依存していたといえる。昭和25年に，地租及び家屋税が廃
止され，土地及び建物に対する税金については，固定資産税として（　イ　）が
徴収することとされた後，昭和35年に，現在の登記記録における表題部に当たる

（　ア　）の制度と権利部に当たる（　ウ　）の制度が統合・一元化されることと

01

02

新・合格データベース問題1.indd   3新・合格データベース問題1.indd   3 2022/12/23   13:552022/12/23   13:55



—	4	—

なった。
この歴史的経緯により，表題部に記録される表題部所有者については，土地の地

目，地積や建物の種類，構造，床面積等と同様に，不動産を特定するための機能や，
所有権の登記がない土地及び建物について，表題部の登記事項に変更や更正があっ
た際にする変更の登記や更正の登記の（　エ　）を特定する機能を有しているとさ
れ，また，（　オ　）の登記を申請する際の（　エ　）を特定する機能も有してい
るとされる。」

〔語句群〕

A　登記簿 B　不動産登記 C　土地台帳・家屋台帳

D　市町村 E　国 F　都道府県

G　用益物権の設定 H　所有権の保存 Ⅰ　所有権の移転

J　申請適格者 K　申請代理人 L　納税義務者

	 	（ア）	 	（イ）	 	（ウ）	 	（エ）	 	（オ）

1		 B		 	 F		 	 C		 	 K	 	 	I
2 		 B		 	 E		 	 A	 	 	J 		 	 H
3		 C		 	 E		 	 B		 	 K	 	 H
4		 C		 	 D	 	 B		 	 J 		 	 H
5		 C		 	 D	 	 A	 	 L		 	 G

 P. Q.  →H26 - 4

	 	 次の〔文章〕中の（　①　）から（　⑦　）までの空欄に後記の〔語句群〕の
中から適切な語句を選んで入れると，不動産登記に関する文章となる。（　②　），

（　③　），（　⑤　）及び（　⑦　）の空欄に入れるべき語句の組合せとして最も
適切なものは，後記 1 から 5 までのうち，どれか。ただし，文章中の【　A　】
及び【　B　】には適当な語句が入るものとし，同一の数字又は記号には同一の語
句が入り，異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。

〔文章〕
不動産登記法は，不動産の【　A　】及び不動産に関する【　B　】を公示する

ための登記に関する制度について定めることにより，国民の権利の保全を図り，
もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。【　A　】に関する登記は，
登記の対象となる不動産の（　①　）を公示し，当該不動産を特定することを目的
としており，【　B　】に関する登記は，当該不動産の（　②　）を公示すること
を目的としている。【　A　】に関する登記と【　B　】に関する登記は，登記簿

03
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に，（　③　）を一筆の土地又は一個の（　④　）ごとに（　⑤　）に区分して，
登記記録として記録することにより行う。

民法では，土地及びその（　⑥　）は不動産とすると規定しているが，不動産登
記法では，土地又は（　④　）を不動産と定義している。さらに，不動産登記規則
は，登記の対象となる（　④　）は，屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し，
土地に定着した建造物であって，その目的とする（　⑦　）に供し得る状態にある
ものでなければならないとしている。

〔語句群〕
登記情報，権利関係，登記事項，不動産番号，物理的状況，表題部と権利部，
甲区と乙区，種類，用途，定着物，建物，従物

	 	 	（　②　）	 	 	 	（　③　）	 	 	 	 	（　⑤　）	 	 	（　⑦　）
1　権利関係　　　　登記情報　　　表題部と権利部　　　	種類
2　物理的状況　　　登記情報　　　甲区と乙区　　　　　	種類
3　物理的状況　　　登記事項　　　表題部と権利部　　　	用途
4　権利関係　　　　登記情報　　　甲区と乙区　　　　　	種類
5　権利関係　　　　登記事項　　　表題部と権利部　　　	用途

 P. Q.  →H29 - 4

	 	 不動産の表示に関する登記は，不動産の物理的状況を公簿上明らかにすることを
目的とするものであり，権利に関する登記と異なって，原則として，所有者に登記
申請の義務が課せられている。

 P. Q.  →S43 -15 - ⑴

	 	 表題部に所有者を記録するのは，表題登記に民法第177条の規定による第三者に
対する対抗力を付与するためである。

 P. Q.  →S49 -10 - ⑶

	 	 表題部に記録された所有者は，真実の所有者であるとの事実上の推定を受ける。
 P. Q.  →S49 -10 - ⑷

	 	 登記記録の表題部に所有者を記録する仕組みは，所有権の保存の登記の申請権者
を特定するとともに，その者の所有権の証明を容易にする機能を有している。

 P. Q.  →H7- 3 -ア
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	 	 不動産の表示に関する登記は，歴史的な経緯から資産課税の適正化の趣旨も含む
ため，固定資産税が課されない国有の不動産については，表示に関する登記の申請
義務がない。

 P. Q.  →H7- 3 - イ

	 	 真実の所有者でない者を表題部所有者として記録した表題登記がされている場合
であっても，その登記記録の記録を過失なく信頼して表題部所有者からその不動産
を買い受けた者は，当該不動産の所有権を取得する。

 P. Q.  →H7- 3 - ウ

	 	 建物の所有を目的とする土地の賃借権で登記されていないものを有する者は，自
己が借地上に所有する建物の表題登記をした場合であっても，所有権の登記をして
いないときは，その借地権を第三者に対抗することができない。

 P. Q.  →H7- 3 - エ◆

	 	 1 筆の土地の一部の売買による所有権の移転は，土地の分筆の登記及び所有権の
移転の登記をしなければ第三者に対抗することはできないが，契約当事者間におけ
る所有権の移転の効力は，分筆の登記がされなくても生ずる。

 P. Q.  →H7- 3 - オ

	 	 1 筆の土地の一部について，その範囲を具体的に特定して売買契約が締結された
場合，分筆の登記により境界を設ける以前に，買主は，当該部分の所有権を取得す
ることができる。

 P. Q.  →H10 - 4 - 3

	 	 建物の分割の登記とは，甲建物の附属建物として登記されている建物を，甲建物
とは別個の独立した乙建物とするために分離する登記でありその登記によって形成
的効力が生ずる。

 P. Q.  →H10 -12 -ア
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A-2 一不動産一登記記録主義

【法 2 条 5 号】一不動産一登記記録主義の原則
	 	 登記記録は，1筆の土地又は 1 個の建物ごとに作成される。
 P. Q.  →S44 -13 - ⑷

	 	 同一の所有者に属する数筆の土地については，1登記記録に登記することができ
る。

 P. Q.  →S50 - 6 - ⑵

	 	 2 棟以上の建物が，1登記記録に登記されることはない。
 P. Q.  →S50 - 6 - ⑷

	 	 1 筆の土地の一部について 1 登記記録を設けることも，例外的にありうる。
 P. Q.  →S50 - 6 - ⑸

	 	 数棟の建物が，1登記記録に登記されることもある。
 P. Q.  →S53 -14 - ⑶

	 	 土地は，現実の地目や区画割りを基準として一不動産の範囲が定められ，この範
囲を 1 筆の土地として 1 登記記録が備えられる。

 P. Q.  →H10 -1 -ア

	 	 1 筆の土地上に，それぞれを個別に賃貸住宅として利用することを目的として建
築された数棟の建物は，その所有者の意思に反しない限り，1登記記録に登記され
る。

 P. Q.  →H10 -1 - イ

	 	 1 棟の建物を区分した建物については，区分建物ごとに，1登記記録が設けられ
る。

 P. Q.  →S50 - 6 - ⑴
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A-1 不動産の表示に関する登記の意義と効力

【法 1条】意　義

	 この法律は，不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する
制度について定めることにより，国民の権利の保全を図り，もって取引の安全と円滑
に資することを目的とする。

  正解 2
不動産登記の目的は，不動産に関する権利関係（所有権の移転や抵当権の設定

等）を登記簿に公示し，不動産取引の安全と円滑を図ることにある。そのためには，
権利の客体（目的物）である不動産の物理的現況を登記簿に公示する必要がある。
不動産に関する権利関係を公示するだけではなく，その権利関係を有する不動産が
物理的にどのような不動産であるのかということも公示して，初めて不動産取引の
安全と円滑を図ることができるからである。

不動産の表示に関する登記については，当該不動産の物理的現況を最もよく知り
得るのは当事者であること等から，申請主義（登記手続の開始には，当事者の申請
のあることが必要であるという考え方をいう。）を原則としているが，登記官が自
ら土地又は建物を調査して不動産の表示に関する登記をする職権主義も，補充的に
働くものと解されている（法28条，準則63条参照）。不動産の表示に関する登記
の機能（働き）を十分に発揮させるためである。もっとも，後者は，不動産の表示
に関する登記のすべてについて適用されるわけではなく，創設的な公示の機能を有
する登記（土地の分筆，合筆の登記，建物の分割，区分，合併の登記）には，一部

（一筆の土地の一部が別地目となり，又は地番区域を異にするに至った場合の分筆
の登記，地図を作成するため必要があると認めるときにする分筆，合筆の登記）を
除き適用がないとされている。

以上により，問題文の（　）の中には，キ，カ，ア，ア，ウ，ケ，クの語句が順
番に入る。したがって，使用されない語句の組合せはイ，エ及びオとなるので，正
解は 2 となる。

 P. Q.  →H12 - 3
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  正解 4
表示に関する登記制度は，昭和35年法律第14号による不動産登記法の改正によ

り新設されたものであるが，それまでの経緯を簡単に解説すれば次のとおりである。
・昭和25年 7 月31日以前
	 不動産登記制度のほかに台帳制度が存在していた。台帳制度においては，土地
及び家屋に対する租税（国税）として，地租及び家屋税を課すために，税務署に
課税台帳として土地台帳及び家屋台帳を備え付け，そこに土地及び家屋の物理的
状況が登録されていた。一方，当時の不動産登記制度は，不動産の権利関係を公
示するものとして存在し，所有権保存登記をする際には台帳の謄本の提出を求め，
表題部に不動産の表示に関する事項を記載することとされていたが，この場合の
表示に関する登記は所有権保存登記の一部と観念され，独立の登記とはされてい
なかった。
・昭和25年 7 月31日以降
	 昭和25年，シャウプ勧告（シャウプを長とする日本税制調査団の勧告であり，
国税は直接税を基本とし，地方税は独立税（国税とは別に独立して課する租税

（税金））とするなど，第二次大戦後の日本税制の基礎となった。）に基づく税制
改革に伴い，昭和22年以来府県税となっていた地租及び家屋税を廃止し，土地
及び建物に対しては市町村が固定資産税を課すことになった。その結果，税務署
において土地台帳及び家屋台帳を備え付けておく必要がなくなったことから，昭
和25年 7 月31日をもって，これらの台帳及び台帳事務が税務署から登記所に移
管されることになった。そして，登記所に移管された後の台帳は，課税台帳とし
ての性質を失い，不動産の物理的状況を明確にするためのものとして利用される
こととなった。
・昭和35年以降
	 昭和35年法律第14号による不動産登記法の改正により，不動産登記制度と台
帳制度が統合・一元化され，台帳制度に代わる制度として表示に関する登記制度
が新設された。
以上により，本問における（ア）には「C 土地台帳・家屋台帳」が，（イ）には

「D 市町村」が，（ウ）には「B 不動産登記」がそれぞれ入ることになる。また，
（エ）には「J 申請適格者」が（法37条 1 項，38条，51条 1 項，53条 1 項参照），
（オ）には「H 所有権の保存」がそれぞれ入ることになる（法74条 1 項 1 号参照）。

 P. Q.  →H26 - 4
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  正解 5
まず，法 1 条は，「この法律は，不動産の表示及び不動産に関する権利を公示す

るための登記に関する制度について定めることにより，国民の権利の保全を図り，
もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。」と規定しているので，【A】
には「表示」が入り，【B】には「権利」が入る。また，表示に関する登記は，登
記の対象となる不動産の物理的状況を公示し，当該不動産を特定することを目的と
しており，権利に関する登記は，法 3 条の各号に掲げる権利の保存，設定，移転，
変更，処分の制限又は消滅について公示することを目的としているので，（①）に
は「物理的状況」が入り，（②）には「権利関係」が入る。

次に，表示に関する登記と権利に関する登記は，登記簿に，登記事項を一筆の土
地又は一個の建物ごとに表題部と権利部に区分して，登記記録として記録すること
により行うので（法 2 条 5 号，9号，12条参照），（③）には「登記事項」が入り，

（④）には「建物」が入り，（⑤）には「表題部と権利部」が入る。また，民法では，
土地及びその定着物を不動産とすると規定しているが（民法86条 1 項），不動産登
記法では，土地又は建物を不動産と定義している（法 2 条 1 号）。さらに，不動産
登記規則は，登記の対象となる建物は，屋根及び周壁又はこれらに類するものを有
し，土地に定着した建造物であって，その目的とする用途に供し得る状態にあるも
のでなければならないとしている（規則111条）。したがって，（⑥）には「定着物」
が入り，（⑦）には「用途」が入る。

以上により，正解は 5 となる。
 P. Q.  →H29 - 4

	  正 不動産の表示に関する登記は，その権利に関する登記とは，別個独立に行わ
れるものであり，その登記のすべてについてではないが，原則として，所有者
に申請義務が課されていることに違いはない。

 P. Q.  →43 - 15 - ⑴

	  誤 表題部の所有者の記録は，所有権の登記が行われない間においてなされるも
のであり，所有権の登記をしない限り，第三者に対抗することができない（民
法177条）。

 P. Q.  →S49 - 10 - ⑶

	  正 登記には，附随的効力として推定力が認められるが，それは，真実であり，
適法であるとの事実上の推定であるとされる。表題部所有者の記録についても
同様である。
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 P. Q.  →S49 - 10 - ⑷

	  正 土地又は建物の表示に関する登記の登記事項の一つとして，所有権の登記の
ない土地又は建物についてその所有者の氏名，住所及び共有の場合の持分を登
記することとされている（法27条 3 号）。表題部に所有者を記録する意義は，
所有権の保存の登記の申請適格者を明らかにするとともに（法74条 1 項 1 号），
その者の所有権の証明を容易にする機能を有している（表題部所有者は，真実
の所有者であるという推定を受ける。）。このほか，表題部の変更の登記等の申
請義務者であること，分割や合併の登記の申請適格者であること，地方税法に
よる固定資産税の納税義務者を形式的に確定することである。

 P. Q.  →H7- 3 -ア

	  正 土地又は建物の表題登記，表題部の変更の登記等については，土地又は建物
の所有者に 1 月以内に登記の申請をすべき義務が課されているが（法36条，
37条，47条等），地方税法348条の規定により固定資産税を課することができ
ない土地又は建物（従前の土地台帳法・家屋台帳法の適用がなかった土地又は
建物，例えば国，都道府県，市町村等が所有する土地又は建物）については，
登記簿と台帳の一元化の完了指定期日後も，当分の間，申請義務を課した規定
の適用がないものとされている（法附則 9 条，昭和35年法改正附則 5 条 1 項）。

 P. Q.  →H7- 3 - イ

	  誤 表題部所有者は，一応真実の所有者であるとする推定を受け（登記の推定
力），登記の記録を信頼した者は無過失と推定されるが，わが国の登記には権
利の登記についても公信力がないとされているので，表題部所有者が真実の所
有者でない場合，その者からその不動産を買い受けても，当該不動産の所有権
を取得することにはならない。

 P. Q.  →H7- 3 - ウ

	  誤 借地借家法10条 1 項は，「借地権は，その登記がなくても，土地の上に借地
権者が登記されている建物を所有するときは，これをもって第三者に対抗する
ことができる。」と規定している。ここにいう「登記された建物」の登記には，
建物の表題登記も該当するとされている（旧建物保護法 1 条，最判昭和50・
2・13）。なお，借地権を対抗するためには，必ず借地権者本人の名義で，表
題登記をする必要がある（最判昭和41・4・27）。

 P. Q.  →H7- 3 - エ◆
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	  正 一筆の土地の一部の売買による所有権の移転は，分筆の登記を経て所有権の
移転の登記をしなければ第三者に対抗することはできないが（民法177条），
契約当事者間における所有権の移転の効力は，分筆の登記がされなくても生ず
る（同法176条）。

 P. Q.  →H7- 3 - オ

	  正 前掲	　 	の解説を参照のこと。
 P. Q.  →H10 - 4 - 3

	  正 建物の分割の登記とは，甲建物の附属建物として登記されている建物を，甲
建物とは別個の独立した乙建物とするために分離する登記であり（法54条 1
項 1 号），その登記によって，形成的効力が生ずる。

 P. Q.  →H10 - 12 -ア

11
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A-2 一不動産一登記記録主義

【法 2条 5号】一不動産一登記記録主義の原則

	 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
（一号〜四号　略）
五	　登記記録　表示に関する登記又は権利に関する登記について，一筆の土地又は一
個の建物ごとに第12条の規定により作成される電磁的記録（電子的方式，磁気的
方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
て，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）をいう。

	  正 登記記録は，一筆の土地又は 1 個の建物ごとに作成される（法 2 条 5 号）。
 P. Q.  →S44 - 13 - ⑷

	  誤 本肢は，法 2 条 5 号に規定する「一不動産一登記記録主義の原則」に反する
記述である。この原則の意味するところは，このような「人的編成」を禁止す
る点にも存するからである。

 P. Q.  →S50 - 6 - ⑵

	  誤 「主である建物」と「附属建物」の関係にある限り，これらを 1 個の建物と
して，すなわち 1 個の登記記録において登記することができる（準則78条 1
項参照）。

 P. Q.  →S50 - 6 - ⑷

	  誤 一筆の土地の一部について，1個の登記記録を設けるといったような例外は
ない。

 P. Q.  →S50 - 6 - ⑸

	  正 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物（主である建物と附属建
物）は，これを合わせて 1 個の建物として取り扱うことができるので，かかる
関係にある数棟の建物は，一登記記録に登記されることになる（法44条 1 項
5 号，準則78条 1 項参照）。
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ますようお願い申し上げます。

【ご送付先】
〒162-0845　東京都新宿区市谷本村町 3-22　ナカバビル 1 階
東京法経学院　「土地家屋調査士　新・合格データベース【第14版】」編集係宛

FAX：03-3266-8018
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